
四日市市普通財産売却処分一般競争入札公告 

 

四日市市告示 第５４０号 

 

 下記市有財産の売却処分について、次のとおり一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則（昭

和３９年四日市市規則第１２号）第２３条及び四日市市普通財産売払事務取扱要綱（平成１２年四日市

市告示第８０号）第５条の規定に基づき公告する。 

平成３０年１１月２１日 

四日市市長 森  智 広   

 

１ 一般競争入札に付する売払物件 

所   在   地 地 目 地積(登記簿) ㎡ 地積（仮換地面積） ㎡ 

（従前地） 午起三丁目1411番68 宅地 26.67 
西工区8街区3画地  

139 （従前地） 午起三丁目1411番79 宅地 73.05 

合計  99．72 139 

 

２ 参加資格に関する事項 

  一般競争入札に参加できる者は、個人及び法人とする。ただし、次の各号に揚げる者は入札に参加

することができない。また、代理人としても参加することはできない。 

（１） 成年被後見人及び破産者で復権を得ない者 

（２） 四日市市の行った普通財産の売払いに関し、一般競争入札の公正な競争を妨げた者又は公正な

価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者で、その事実があった日から２

年間が経過していない者 

（３） 四日市市の行った普通財産の売払いに関し、落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行

することを妨げた者で、その事実があった日から２年間が経過していない者 

（４）  四日市市の行った普通財産の売払いに関し、正当な理由がなくて契約を履行しなかった者及び

正当な理由がなくて契約の締結をしなかった者で、その事実があった日から２年間が経過してい

ない者 

 

３ 「一般競争入札による普通財産（土地）売払実施説明書」の配布及び契約条項を示す場所 

   四日市市諏訪町１番５号（四日市市役所本庁舎４階 市街地整備・公園課 区画整理係） 

 

４ 入札参加申込書の受付 

  入札参加希望者は、次の書類を提出すること。 

 （１）一般競争入札参加申込書 

 （２）住民票の写し（法人の場合は、商業登記簿謄本等）、いずれも発行後３ヶ月以内のものに限る。 

受付期間 平成３０年１１月２６日（月）～平成３０年１２月 ４日（火）（閉庁日は除く。） 

  受付時間 午前８時３０分～午後５時  

  受付場所 四日市市役所本庁舎４階 市街地整備・公園課 区画整理係 

 

 



５ 入札及び開札の日時及び場所 

  平成３０年１２月 ６日（木） 午後２時から 

  四日市市役所 本庁舎５階 第１入札室 

 

６ 入札の無効 

  四日市市契約施行規則第１３条に規定する次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１）規則又は入札の条件に違反したとき。 

 （２）入札保証金を納付しないとき。 

 （３）同一事項に対し入札者及びその代理人がともに入札したとき若しくは１人で同一事項に対して

金額の異なった２以上の入札をしたとき。 

  （４）金額、氏名その他入札に関する要件を確認し難いとき。 

 （５）入札者が協定して入札をしたとき。 

 （６）入札に際して不正の行為があったとき。 

 

 

７ 予定価格（最低入札価格）            ￥５,１１６,０００－ 

 

８ 入札保証金の額                   ￥２５６,０００－ 

 

９ 落札者の決定方法 

  入札価格が市の予定価格以上で、かつ最高価格による入札者を落札者とする。ただし、落札者とな

る同価格の入札者が２以上あるときは、直ちに当該入札者らによるくじによって落札者を決定する。 

 

１０ 契約保証金 

   契約金額の１００分の１０以上 

 

１１ その他 

   入札の際は、印鑑及び入札者が代理人であるときは委任状を持参すること。 


